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10月17日・18日の２日間、富山県南砺市で開催さ

れた第14回介護保険推進全国サミットに出席する機

会を得たので、報告する（写真）。

南砺市は平成16年11月１日に旧８町村(４町４村)

が合併して誕生した人口54,000人、面積669k㎡と琵

琶湖ほどの面積を有する市だが、この市の名前だけ

では富山県の中でどのあたりを指すのかも、私自身

知らなかった。

この会の実行委員会会長は南砺市長の田中幹夫氏

が務められ、過去13回は開催順に鳥取県西伯町（現

南部町）、石川県加賀市、埼玉県東松山市、福岡県大

牟田市、山形県尾花沢市、岩手県遠野市、北海道本

別町、新潟県妙高市、茨城県東海村、福岡県北九州

市、愛知県東浦市、大分県臼杵市および昨年は滋賀

県東近江市で開催されていた。

今回は、「市民協働の『地域包括医療・ケア』を目

指して～みんなが助け合い、支え合うまちづくり」

を主題に行われた。

開会式では田中南砺市長、石井富山県知事、原厚

生労働省老健局長の挨拶のあと、「社会保障改革とケ

アのまちづくり」をテーマに、中央大学法学部教授

宮本太郎氏の基調講演が行われた。

宮本教授の講演内容を一部抜粋すると、前半は現

状の解析と少子高齢化で社会保障制度が立ち行かな

くなること。「土建国家」から「保健自治体」におけ

る地域包括ケアを目指さなければならないと述べて

いる。結局この講演では、限られた財源の中でいか

に高齢者介護を介護保険制度の変革を通して維持し

継続して、少子高齢化時代を乗り切るかが当面の大

きな課題である。そのためには、女性就業率向上、

若年就労支援、介護者支援とともに種々のまだ未活

用な社会資源（空き家など）を積極的に活用すべき

であり、新地域支援事業の拡大によって雇用の確保

を図れるとのことであった。

分科会は３分科会で構成され、私は第３分科会「認

知症オレンジプランへむけて～認知症の人と家族を

支えるためには～」に参加した。この会では、コー

ディネーターとして介護保険制度の生みの親の一

人、前厚生労働省老健局長宮島俊彦氏がまず認知症

施策の今後の方向性について説明を行い、今後の取

り組み、標準的な認知症ケアパスの概念、認知症初

期集中支援チームの概念、これからの課題を示し、

ますます増加の一途である高齢者認知症対策の重要

な足掛かりとして認知症ケアパスの導入と、認知症

初期集中支援チームの現実的な推進、作動が今正に

求められているとの話があった。

続いて３人のパネリストとオブザーバーとして厚

生労働省老健局認知症施策総合調整官の三浦公嗣氏

からの発表があった。

最初のパネラーの医療法人敦賀温泉病院院長の玉

井顯氏は、認知症スクリーニング検査（図１）のう

ちAOS（ActionObservationSheet）の活用によっ

て、重症度の評価ができ、自院では認知症疾患医療

センター、認知症アウトリーチ専門チーム（お出か

け専門隊）を作り、積極的に院外活動をしているこ

とにより、敦賀、若狭エリアでの認知症治療に効果

を得ていると発表した。

次の産業技術総合研究所上級主任研究員でマサ

チューセッツ工科大学客員フェローの柴田崇徳氏は

セラピー用ロボット「パロ」の開発と現場における

その活用により認知症高齢者のセラピー効果につい

て説明した。

また、医療法人社団プラタナス桜新町アーバンク

リニック院長の遠矢純一郎氏は認知症在宅ケアの新

たな取り組みとしての初期集中支援について、殊に、

多職種の連携の必要性とその効果および問題点につ

いて報告があった。

最後に、厚生労働省老健局認知症施策総合調整官

の三浦公嗣氏がオブザーバーとして国の認知症施策

の方向性について解説した。平成25年度予算での

「認知症施策の推進のための経費」の概要を示した

（認知症対策等総合支援事業費予算35億円）。さら

に、認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推

進員を地域包括支援センター等に配置する予定であ

り、その位置付けを図２に示した。これがどのよう

なものであるかの具体的な内容は述べていないが、

今後徐々に明らかになってくると思われる。

大会２日目のパネルディスカッションでは、「団塊
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世代の介護保険を支える～都市と地方が抱える問題

を通して～」と題し、熊本市、遠野市、浦安市およ

び南砺市の各市長が各地域の取り組みと実状を報告

した。各自治体内でも地域によって高齢化率に大き

な差が認められ「地域間格差は大きな課題」とし、

また24時間型の定期巡回随時対応サービスの整備が

人材確保の点からなかなか拡がらないと述べてい

る。

オブザーバーの原厚生労働省老健局長は地域包括

ケアシステムの構築の中心として市町村など自治体

の積極的関与が必要であるとし、施設や人的社会資源

の地域特性の社会把握と、地域の自主性や主体性に

基づいたシステムの構築を目指して欲しいと述べた。

私自身このサミットへの参加は初めてであった

が、つきるところ厚生労働省の介護保険制度の検証

と今後誘導したい方向性をサミットという大会を通

して、参加自治体のみならず全国にプロパガンダす

る会であるということが理解できた。はたしてわが

北海道ではどう展開されてくるのだろうか？

北海道は厳寒の地の特殊性をアピールする努力が

不足しているように感じられる。

図２

認知症スクリーニング検査

●質問方式

・HDS-R（改訂版長谷川式簡易知能評価スケール）

・MMSE（Mini-MentalStateExamination）

・BNPS（Brief-NeuropsychologicalScale）

・BFB（BrainFunctionBattery）

●観察方式

・FAST（FunctionalAssessmentStagingofAD）

・CDR（ClinicalDementiaRating）

・AOS（ActionObservationSheet）

図１

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について

以下の体制を地域包括支援センター等に配置

複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問

し、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に

行い、自立生活のサポートを行う。

○認知症初期集中支援チーム ――

（個別の訪問支援）

認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることが

できるよう、認知症施策や事業の企画調整等を行う。

○認知症地域支援推進員 ――――

（専任の企画調整担当者）

②情報収集
（本人の生活情報や家族

の状況など）

④初回家族訪問の実施
（認知症への理解、専門的医療機関等の利用の

説明、介護保険サービス利用の説明、本人・家

族への心理的サポート）

⑤チーム員会議の開催
（アセスメント内容の確認、支援の方針・内容・

頻度等の検討）

⑦モニタリング
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①訪問支援対象者の把握

③アセスメント
（認知機能障害、生活機能能障、行動・心理症

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）

⑥初期集中支援の実施
（専門的医療機関等への受診勧奨、本人への助

言、身体を整えるケア、生活環境の改善など）

連携


